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「みるメール」と「市公式 LINE」は、市からの大切
なお知らせをいち早くお届けします。

※「みるメール」と「市公式LINE」
　の配信内容は同じです。 公式LINEみるメール

防災情報も、最新のお知らせも、いち早く

登録はこちらから！

  板室温泉　
～5月の空を彩

いろど

る　
　　 那珂川の鯉

こい

のぼり～



令和5年12月に「空家等対策の推進に
関する特別措置法」が改正されました

MEMO
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考えよう、空き家の今と未来本来は「財産」である家ですが、空き家となり適正な管理がされ
ないとあっという間に「負の財産」になってしまいます。
今住んでいるその家の、そう遠くはない未来のこと、一緒に考え
てみませんか。

市内の現状
右のグラフは令和3年度に実
施した空き家等実態調査の結
果の一部です。市内にある空
き家を種類別に見ると、一戸
建て住宅が多いことが分かり
ます。また、6割が“腐

ふきゅう
朽・破

損はしていない空き家”です。
状態の良い空き家には、活用
の可能性が残されています。

国土交通省の空き家所有者実態調査によると、亡く
なった親族の家を相続したものの、空き家のままに
なってしまうケースが多いことが分かっています。

まだ大丈夫でしょ
ちょっと待って！

「放置」は危険です

空き家は個人の財産であり、所有者や管理者は、空
き家を適切に管理する責任があります。空き家を適
切に管理せずに放置すると、建物の劣化が
進み、防災・防犯・衛生などさまざまな面
で問題が発生する恐れがあります。

老朽化による
倒壊の危険

放火による火災

景観の悪化

治安の悪化

「特定空家等」に認定されてしまうかも!

空き家を放置していること
により周辺に悪影響を及ぼ
すとみなされる場合、市が
「特定空家等」に認定し、改
善のために指導や勧告など
を行います。

「特定空家等」に認定され、市の指導などを受けても改善しないとき
◦固定資産税の特例※が適用されなくなり、土地の固定資産税額が上がります。
◦命令に違反すると50万円の過料が科される場合があります。
◦行政代執行で強制的に解体される場合も。かかった費用は所有者が全額負担することになります。
※�住宅用地に適用される、固定資産税の減額制度。

問題の解決は所有者
が行うものです

草木の生い茂りや建物の破損など、周辺に影響が出ている空き家について、市へ多くの相
談が寄せられています。市は空き家の状況を確認し、必要な対応を所有者に働きかけてい
ます。早い段階での空き家の活用につながるよう、地域の皆さんと連携しながら進めてい
きます。空き家の活用や解体を対象にした市の支援制度がありますので活用してください。

市が何とかしてくれる？

空き家を所有することになった理由
市内空き家の腐朽・破損の状況 建築物の種類別構造

人が住まなくなった理由
53件

274件

839件

9件

1,582件

腐朽・破損は
していない

外壁・ひさしなどに
部分的な破損がある

全体的に
腐朽・破損がある

屋根の変形や柱の
傾きなどが生じている

その他

空き家の適正な管理や活用方法に関する情
報、空き家を作らないためにできることな
ど、家を持っている人に役立つ情報を一冊
にまとめたガイドブックです。市の施設で

配布しています。また、
市ホームページでも閲
覧できます。
　

「空き家の手引き」を策定しました

本当に関係ないで
しょうか？うちには関係ない

空き家の取得の多くが相続によるものです。今後、少子高齢化が進むことで、さらに空き家が増える恐れがあ
ります。空き家を発生させないためには、生前の対策が重要です。

生前の対策として、親族間で話し合う場を持ち、遺言書の作成や生前贈与の方法を検討するこ
となどがあります。エンディングノートを作成し、残された家族に自身の希望を伝えるのも一つ
の方法です。遺言書の作成や生前贈与などにはルールや必要な手続きがあります。市は栃木県司
法書士会と「空家等対策の推進に関する協定」を、栃木県宅地建物取引業協会および全日本不動産
協会栃木県本部と「空き家バンク媒介に関する協定」を結び、相談会を開催しています。

生前に相続対策について話し合いましょう

もし空き家になってしまったら？
空き家は早めに
活用してください

人が住まなくなった家は早く老朽化し価値が低下します。定期的に管理を行うとともに、空き家を建物として
利用できる間に早めに活用しましょう。

自分で管理 手放す

賃貸に出す 売却する

活用できるまでは、定期的に換気や掃除、庭木や雑草の手入
れをしましょう。自身で管理できないときは、シルバー人材
センターに依頼することもできます。

売却も活用方法の一つです。空き家を解体し、土地のみ
を活用する方法もあります。

市は空き家に関する総合的な相談
窓口を設けています。困ったら、
まずは相談してください。

▲

問い合わせ　本都市計画課 
　　　　　　☎0287(62)7162　

居住用または事業用として貸し出す活用方法があります。

第1位

第1位

相続

居住者の死亡

◀市空き家の手引き

一戸建て住宅

長屋建住宅・共同住宅

店舗・事務所

工場・倉庫

旅館・ホテル

※詳細不明184件

その他 226件

1,843件

85件

304件

244件

55件

「特定空家等」にならなければ大丈夫......ではありません！
◦�放置すれば「特定空家等」となる恐れのある空き家も、「管理不全空家等」として指導・勧告の対象
です。勧告を受けると、「特定空家等」でなくても土地の固定資産税が上がる場合があります。

市内の
空き家総数
2,941件

第2位　引っ越し

第2位　購入

第3位　無償譲渡

第3位　施設入居

▲相談会の様子
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住まいの終活navi▶

企
画
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チャレンジショップ
支援事業費補助金
市内の空き店舗等を活用して
お店を開業する人へ、改修費
などの一部を支援します。
詳細は問い合わせてください。

▶問い合わせ
〇市商工会本所
　0287（62）0373
〇西那須野商工会
　0287（36）0697

新設
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拡充

解体しようかな 売却・賃貸できるかな

市特定空き家等解体費補助金

市は物件情報の提供や連絡調
整を行います。
物件の賃貸・売買に関する交
渉や契約などは担当媒介業者
が仲介を行います。

▲

対象
　�空き家バンクに登録予定の空き家所有者、また
は建物をリフォームする空き家購入者もしくは
賃貸者▲

条件
・生活に必要な部分のリフォームであること
・�経費が20万円以上かかり、原則として市内業
者が施工すること▲ �
補助額

　�経費の2分の1（上限50万円、居住誘導区域内
は上限70万円）

※�18歳未満の子と同居する世帯の空き家購入者・
賃貸者は経費の3分の2（上限100万円、居住誘
導区域内は上限120万円）

▲

対象　18歳未満の子と同居する空き家購入者▲

補助額　該当する子1人当たり5万円

▲

対象　空き家購入者、賃貸者または空き家所有者▲

条件　・�空き家に残された家財道具を処分する経費であること
　　　　・経費が5万円以上かかり、原則として市内業者が実施すること▲ �

補助額
　�補助対象となる家財処分費の2分の1（上限10万円、居住誘導区域内は
上限12万円）

▲

対象
　不動産業者に媒介手数料を支払った空き家購入者及び空き家所有者▲

補助額　媒介手数料の2分の1（上限10万円）

お手伝いします
気軽に相談を

▲

対象　特定空き家等を解体する空き家所有者▲

条件　特定空き家等の全部を市内業者が解体・撤去すること▲
�補助額　経費の2分の1（上限50万円、居住誘導区域内は上限

70万円）

住まいの終活住まいの終活nn
ナ ビナ ビ

aviavi
ＡＩ査定で空き家の解体
費用や土地の売却査定
価格が調べられます。

※「住まいの終活navi」は、（株）クラッソーネのサービスです。
※�市は空き家などの除

じょきゃく
却を促進するため、

　（株）クラッソーネと「空き家の除却促進に係る連携協定」を締結しています。

まずは、
登録してみてください

あなたの住まなくなった家を空き家バンクに登録しませんか

▲ 問い合わせ
本都市計画課
0287(62)7162

市空き家バンク制度は、空き家情報の発信を通じて、市内への移住・定
住を希望する人の住まい探しをサポートします。市内に住まなくなった
家を持っている人は、相談してください。

空き家バンクの仕組み

空き家所有者

❶空き家物件の登録申し込み

❷物件の現地調査立ち会い

❸空き家物件の登録

市空き家
バンク 空き家利用希望者

❶空き家物件情報の閲覧

❸物件の見学と交渉・契約

❷空き家バンク利用登録申請

登録建物リフォーム補助金 利用子育て世帯転居補助金

登録建物家財処分補助金

利用契約媒介手数料補助金

解体に関する補助制度を活用しましょう

空き家解体希望者向け補助金

１

空き家を売りたい・貸したい人が「市空き
家バンク」へ登録します。

市ホームページに掲載されている物件情報
を閲覧し、希望する物件を探します。

購入したい・借りたい物件が見つかったら、
空き家バンクの利用登録申請をします。

物件情報に記載されている担当媒介業者に
連絡し、物件の見学などを行います。

市と媒介業者が、所有者の立ち会いのも
とで現地調査を行います。

登録できる物件であれば、市ホームペー
ジに掲載されます。

２

３

４

市空き家バンク利用者向け各種補助金 令和8年4月から制度を拡充しています！

▲

申し込み・問い合わせ
　本都市計画課   ☎0287(62)7162
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空
き
家
の
維
持
管
理
に
は
本
当
に
悩

ま
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
放
っ
て
お
く
と

草
が
伸
び
放
題
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、

使
っ
て
い
な
い
の
に
固
定
資
産
税
も
か

か
り
続
け
る
ん
で
す
。
で
す
の
で
、
新

し
く
家
を
建
て
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
空

き
家
を
手
放
す
決
心
を
し
ま
し
た
。

　

妻
が
市
の「
空
き
家
バ
ン
ク
」制
度
を

知
っ
て
い
た
の
で
、
ま
ず
は
市
に
相
談

し
て
み
よ
う
と
。
そ
れ
が
登
録
の
き
っ

か
け
で
す
。

　

い
ざ
登
録
し
て
み
る
と
、
わ
ず
か
１

カ
月
ほ
ど
で
買
い
手
が
見
つ
か
り
ま
し

た
。
古
い
家
だ
っ
た
の
で
、
こ
ん
な
に

あ
っ
さ
り
と
決
ま
る
と
は
思
わ
ず
、
本

当
に
驚
き
ま
し
た
ね
。

　

売
却
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
や
は
り
草
刈

り
な
ど
の
管
理
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と

で
す
。
ま
と
ま
っ
た
お
金
が
入
っ
て
き

た
の
も
助
か
り
ま
し
た
。

　
「
空
き
家
バ
ン
ク
」は
買
う
側
に
も
補

助
金
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
、

も
っ
と
知
ら
れ
る
と
い
い
と
思
い
ま
す

ね
。
古
い
家
を
壊
し
て
更
地
に
し
て
し

ま
う
よ
り
、
誰
か
に
使
っ
て
も
ら
え
る

方
が
や
っ
ぱ
り
嬉
し
い
で
す
か
ら
。

　
私
は
那
須
塩
原
で
、
旅
館
や
空
き
店
舗

を
改
修
し
た「
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
Ｌ
ｅ
ｕ
．」

「
コ
デ
ラ
ン
ネ
」を
運
営
し
て
い
ま
す
。

　
新
築
で
は
な
く
、
あ
え
て
空
き
家
を
選

ぶ
一
番
の
理
由
は「
土
地
の
良
さ
」で
す
。

今
は
空
き
家
に
な
っ
て
い
て
も
、
良
い
土

地
だ
か
ら
こ
そ
建
物
が
建
っ
て
い
る
ん
で

す
。
良
い
場
所
で
何
か
を
始
め
た
い
人
に

と
っ
て
、
中
古
の
物
件
に
は
大
き
な
価
値

が
あ
り
ま
す
。

　

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
Ｌ
ｅ
ｕ
．は
、
元
は
那

須
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ラ
ン
ド
併
設
の
温
泉
旅
館

で
し
た
。
川
と
テ
ー
ブ
ル
を
リ
ン
ク
さ
せ

る
イ
メ
ー
ジ
で
施

設
の
リ
フ
ォ
ー
ム

を
し
て
い
ま
す
。

　
Ｌ
ｅ
ｕ
．が
、「
こ

こ
で
何
か
表
現
し

た
い
、や
り
た
い
っ

て
思
っ
た
人
が
自
由
に
や
れ
る
場
所
」で

あ
り
た
い
。
こ
こ
に
来
た
こ
と
を
き
っ
か

空
き
家
バ
ン
ク
利
用
者　
八や

ぎ
さ
わ
木
沢
聡さ

と
しさ
ん

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
Ｌレ

ウ
ｅ
ｕ
．
金か

な
ざ
わ澤
広こ

う
だ
い大
さ
ん

空
き
家
を
、
市
の
空
き
家
バ
ン
ク
制
度

で
売
却
し
た
八
木
沢
さ
ん
。
空
き
家
バ

ン
ク
利
用
の
経
緯
な
ど
を
聞
き
ま
し
た
。

市
内
で
、
空
き
家
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

し
た
店
舗
を
複
数
運
営
す
る
金
澤
さ
ん
。

空
き
家
を
活
用
す
る
理
由
や
、
空
き
家

な
ら
で
は
の
魅
力
を
聞
き
ま
し
た
。

け
に
新
し
い
何
か

を
始
め
て
く
れ
た

ら
最
高
で
す
。

　

コ
デ
ラ
ン
ネ
は

自
然
食
品
の
お
店

で
す
。
元
は
雨
漏

り
も
し
て
い
る
空

き
店
舗
で
し
た
が
、
自
分
で
壁
を
塗
っ
た

り
し
て
、手
作
り
で
直
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
「
古
い
か
ら
価
値
が
な
い
」と
考
え
る
所

有
者
さ
ん
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
古
い
か
ら
こ
そ
良
い
と
感
じ
る

人
っ
て
確
実
に
い
る
ん
で
す
。

　
僕
自
身
、
こ
う
い
っ
た
既
存
の
建
物
を

ど
う
活
用
す
る
か
考
え
る
の
が
楽
し
い
ん

で
す
。

　
管
理
に
悩
ん
で
い
る
空
き
家
が
あ
っ
た

ら
、
ぜ
ひ
若
い
人
た
ち
に
渡
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。
新
し
い
事
を
始
め
る
場
所
を
探

し
て
い
る
人
が
、き
っ
と
い
る
は
ず
で
す
。

古
さ
か
ら
生
ま
れ
る

　
　
　
　
　
　
新
し
い
価
値

空
き
家
バ
ン
ク
を
利
用
し
て

▲金澤広大さん
複数の空き家を使っ
た「分散型ホテル」の
構想もしているそう

　
本
制
度
を
活
用
し
て
特
定
空
き
家
の
解
体
を
行
っ
た
例

◀
上
：
解
体
前
、
下
：
解
体
後
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10周年のマイルストーン～リンツと歩む輝きの記念日～

20周年の源流～水と歴史がつむぐ3つの絆～

姉妹都市姉妹都市 ～つなぐ 20年、ひらく 10 年。街と街が響きあう～～つなぐ 20年、ひらく 10 年。街と街が響きあう～

　
皆
さ
ん
は「
姉
妹
都
市
」と
聞
い
て
、
ど
ん
な

イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
ま
す
か
？ 

　
そ
れ
は
単
な
る
自
治
体
同
士
の
約
束
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
顔
の
見
え
る
交
流
を
通
じ
て
、
相

手
の
街
を
自
分
の
街
と
同
じ
よ
う
に
思
い
を
寄

せ
る
こ
と
。「
市
民
一
人
一
人
の
心
が
通
い
合

う
こ
と
で
、
よ
り
深
い
絆
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

く
」こ
う
し
た
交
流
の
あ
り
方
を
大
切
に
し
な

が
ら
、
本
市
は
４
つ
の
街
と
深
く
結
ば
れ
て
き

ま
し
た
。

　

２
０
２
６
年
、
本
市
は
国
内
姉
妹
都
市
と
の

提
携
20
周
年
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
リ
ン
ツ
市
と

の
提
携
10
周
年
と
い
う
大
き
な
節
目
を
迎
え
ま

し
た
。 

　
海
を
越
え
、
県
境
を
越
え
て
育
ん
で
き
た
友

情
。
そ
れ
は
、
同
じ
川
の
流
れ
が
つ
な
い
だ

縁え
ん
、
水
や
自
然
を
大
切
に
す
る
心
、
そ
し
て
明

治
の
開
拓
者
の
故
郷
へ
の
想
い
か
ら
つ
む
が
れ

た
も
の
で
す
。

　
4
つ
の
街
と
私
た
ち
の「
は
じ
ま
り
の
物
語
」

を
紹
介
し
ま
す
。

遠
く
の
街
が
、

大
切
な
場
所
に
な
る
。

姉
妹
都
市
の
魅
力
を
知
る

記
念
イ
ベ
ン
ト
開
催

は
じ
ま
り
の
物
語

　
同
じ
那
珂
川
流
域
に
あ
り
、
古
く
か
ら

「
湯と
う
じ治（

塩
原
）」と「
潮し
お
と
う
じ

湯
治（
阿
字
ヶ
浦
）」

と
し
て
両
市
民
が
往
来
し
て
き
た
歴
史
が

あ
り
ま
す
。
１
９
９
０
年
に
旧
黒
磯
市
と

旧
那な
か
み
な
と

珂
湊
市
が
姉
妹
都
市
協
定
を
締
結
。

そ
の
後
、
２
０
０
５
年
の
合
併（
旧
黒
磯

市・旧
西
那
須
野
町・旧
塩
原
町
）を
経
て
、

２
０
０
６
年
３
月
に
那
須
塩
原
市
と
し
て

改
め
て
姉
妹
都
市
と
な
り
ま
し
た
。

ひ
た
ち
な
か
市
の
魅
力

　
ネ
モ
フ
ィ
ラ
が
彩
る「
国
営
ひ
た
ち
海

浜
公
園
」や
、
国
際
港
湾
と
し
て
の
活
気

あ
ふ
れ
る
姿
が
魅
力
で
す
。那
珂
川
の「
源

流（
那
須
塩
原
）」
と「
河
口（
ひ
た
ち
な

か
）」を
む
す
ぶ
交
流
は
、
今
も
な
お
温
か

く
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

茨城県 ひたちなか市 －那珂川がむすぶ「山と海の再会」

オーストリア リンツ市－外交官・青
あおきしゅうぞう

木周蔵がつないだ「時を越える友情」
は
じ
ま
り
の
物
語

　
明
治
の
外
交
官
・
青
木
周
蔵
の
別
邸
が

市
内
に
あ
っ
た
縁
か
ら
、
２
０
０
４
年

に
そ
の
子
孫
で
あ
る
サ
ル
ム
伯
爵
が
来

市
さ
れ
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
ま
し
た
。

２
０
０
５
年
か
ら
始
ま
っ
た
中
学
生
海

外
交
流
事
業
な
ど
の
交
流
が
実
を
結
び
、

２
０
１
６
年
６
月
、
正
式
に
姉
妹
都
市
と

な
り
ま
し
た
。

リ
ン
ツ
市
の
魅
力

　

ド
ナ
ウ
川
沿
い
に
広
が
る「
ユ
ネ
ス
コ

創
造
都
市
」。
名
物
リ
ン
ツ
ァ
ー
ト
ル
テ

の
香
り
と
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
、
そ
し
て
最

先
端
の
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
が
融
合
す
る
、

世
界
屈
指
の
文
化
都
市
で
す
。

●
提
携
周
年
記
念
パ
ネ
ル
展

　
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の
魅
力
を
写
真
な
ど
で

紹
介
し
ま
す
。

▼
と
き
　
５
月
13
日
㈬
〜
６
月
14
日
㈰

　
午
前
９
時
～
午
後
９
時
30
分

※
第
２・
４
火
曜
日
は
休
館
。

▼
と
こ
ろ

　
ま
ち
な
か
交
流
セ
ン
タ
ー
く
る
る

●
那
須
塩
原
・
リ
ン
ツ

10
周
年
記
念
コ
ン
サ
ー
ト

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
出
身

の
姉
妹
デ
ュ
オ

「
Ｄデ
ュ
オ
Ｕ
Ｏ 

Ｓソ

ノ

マ

Ｏ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
Ａ
」

に
よ
る
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ン
と
ギ
タ
ー
の
演
奏
会

で
す
。

▼
と
き
　
５
月
22
日
㈮　
午
後
7
時
開
演 

▼
と
こ
ろ
　
三
島
ホ
ー
ル 

▼
対
象
　
小
学
生
以
上
の
人

▼
料
金
　
無
料（
要
入
場
券
） 

▼
定
員
　
４
５
０
人

〈
入
場
券
配
布
〉

▼
場
所  

本
市
民
協
働
推
進
課
、
三
島
ホ
ー
ル

※
配
布
は
窓
口
の
み
。

▼
期
限
　
５
月
22
日
㈮

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
市
民
協
働
推
進
課

�

☎
０
２
８
７（
62
）７
０
１
９
　

文
化
交
流
や
親
善
を
目
的
と
し
て
、

協
力
関
係
に
あ
る
国
内
外
の
都
市
の

こ
と
。

姉
妹
都
市
っ
て
？

リンツ旧市街

©Stefan Reichmann

埼玉県 新
に い ざ

座市 －疏
そ す い

水のせせらぎ「世代を超えて響き合う友」
は
じ
ま
り
の
物
語

　

１
９
９
２
年
の「
疏
水
サ
ミ
ッ
ト
」が

き
っ
か
け
で
す
。
先
人
の
知
恵
と
不
屈
の

精
神
で
築
か
れ
た「
那
須
疏
水（
那
須
塩

原
）」と「
野の
び
ど
め
火
止
用
水（
新
座
）」を
未
来
へ

つ
な
ぐ
想
い
か
ら
交
流
が
始
ま
り
ま
し

た
。「
ち
び
っ
こ
疏
水
探
検
隊
」の
派
遣
な

ど
を
通
じ
て
絆
を
深
め
、
２
０
０
０
年
に

旧
西
那
須
野
町
と
し
て
姉
妹
都
市
協
定
を

締
結
。
そ
の
後
、
２
０
０
５
年
11
月
、
那

須
塩
原
市
と
し
て
最
初
の
姉
妹
都
市
協
定

を
結
び
ま
し
た
。

新
座
市
の
魅
力

　

武
蔵
野
の
風
情
を
今
に
伝
え
る「
平へ
い
り
ん林

寺じ

」や「
野
火
止
用
水
の
散
策
路
」な
ど
、

都
心
に
近
い
立
地
な
が
ら
豊
か
な
歴
史
と

自
然
を
慈い
つ
くし
む
姿
は
、
本
市
の
目
指
す
街

づ
く
り
の
姿
と
重
な
り
ま
す
。

野火止用水

富山県 滑
なめりかわ

川市 ー明治の開拓がつないだ「開拓者の心の故郷」
は
じ
ま
り
の
物
語

　
１
８
８
６（
明
治
19
）年
、
那
須
野
が
原

開
拓
の
た
め
、
滑
川
出
身
者
が
旧
西
那
須

野
地
区
へ
移
住
し
た
こ
と
が
始
ま
り
で

す
。
長
い
民
間
交
流
を
経
て
１
９
９
６
年

に
旧
西
那
須
野
町
と
し
て
姉
妹
都
市
協
定

を
締
結
。
２
０
０
６
年
３
月
に
は
、
合
併

後
の
那
須
塩
原
市
と
し
て
そ
の
絆
を
正
式

に
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。

滑
川
市
の
魅
力

　
富
山
湾
の
神
秘「
ホ
タ
ル
イ
カ
」と
、
背

後
に
そ
び
え
る「
立た
て
や
ま山
連
峰
」の
絶
景
で
知

ら
れ
ま
す
。
開
拓
の
歴
史
が
紡
い
だ
こ
の

縁
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て「
も
う
一
つ
の

ル
ー
ツ
」と
も
言
え
る
大
切
な
宝
物
で
す
。ホタルイカ漁

那珂湊おさかな市場

▶▶問い合わせ　●問い合わせ　●本市民協働推進課市民協働推進課
� ☎ 0287（62）7019� ☎ 0287（62）7019



那 須 塩 原 市 か ら の お 知 ら せ
N A S U S H I O B A R A 　 C I T Y 　 I N F O R M AT I O N

9 令和8（2026）年5月号 8令和8（2026）年5月号

ひきこもり⽀援事業

あおぞらテラス

人生において休息の時間は大切　

時々あおぞらを見上げてリラックスしてみよう

窓口 、 電 話 、 メ ー

ル 、 L I N E で の

ご 相 談

訪 問 も 可 能 で す

【 予 約 優 先 】

ゆ っ く り で き る

【 居 場 所 】

月 曜 ・ 水 曜 ・ 金 曜

1 3 ： 0 0 ～ 1 6 ： 0 0

あ お ぞ ら の い す

( ひ き こ も り  不登校

支援 の 会 ・ 相 談 会 )

と 連 携 し た 、 当 事 者

や 家 族 の 交 流 や 関

係 機 関 の ネ ッ ト ワ ー

ク づ く り

那須塩原市ひきこもり地域支援センター

〒3 2 9 - 2 7 0 5

栃木県那須塩原市南郷屋5丁目1 6 3番地

☎��0 2 8 7 - 3 7 - 5 1 2 2　F A X 0 2 8 7 - 3 6 - 8 7 1 0

✉��s o u d a n @ n s - s h a k y o u . j p

【お問い合わせ・ご相談は】

社会福祉法人那須塩原市社会福祉協議会

みんな空の下でつながっている　ひとりきりではないよ

あおぞらテラスはひとりでもみんなでも

安心していられる場所

　ゆっくり過ごそう　ゆっくり話そう

あおぞらのいす

公式LINE

【 家 族 交 流 会 】

毎 月 第 2 水曜

1 0 ： 0 0 ～ 1 2 ： 0 0

【 受 付 時 間 】

平 日 8 ： 3 0 ～ 1 7 ： 1 5

( 年 末 年 始 は 除 く )

あおぞらテラス

公式LINE

 特別会計 企業会計

民生費民生費
232億4,594万円232億4,594万円
36.3%36.3%

衛生費衛生費
53億8,798万円53億8,798万円
8.4%8.4% 総務費総務費

142億9,036万円142億9,036万円
22.3%22.3%

教育費教育費
75億8,495万円75億8,495万円
11.8%11.8%

土木費土木費
37億4,533万円37億4,533万円
5.9%5.9%

公債費公債費
31億930万円31億930万円
4.9%4.9%

消防費消防費
23億8,403万円23億8,403万円
3.7%3.7%

農林水産業費農林水産業費
16億5,512万円16億5,512万円
2.6%2.6% 議会費・労働費・災害議会費・労働費・災害

復旧費ほか復旧費ほか
3億8,684万円3億8,684万円
0.6％0.6％

商工費商工費
22億1,015万円22億1,015万円
3.5%3.5%

●民生費…高齢者や子どもの福祉などに
●総務費…市役所の運営や防災などに
●衛生費…病気の予防やごみ処理などに
●教育費…学校教育や生涯学習などに
●土木費…道路や公園の整備などに
●公債費…借りたお金の返済に
●消防費…消防、救助活動に
●商工費…商業、工業の振興に
●農林水産業費…
　農業、林業、畜産業などの振興に
●議会費…議会運営に
●労働費…雇用の拡大などに
●災害復旧費…災害の復旧に

令和令和８８年度当初予算年度当初予算
▶問い合わせ　 財政課　☎0287（62）7118 市ホームページ

地方消費税交付金地方消費税交付金
35億円35億円
5.5%5.5%

市税市税
212億342万円212億342万円
33.2%33.2%

自主財源自主財源
303億1,025万円303億1,025万円
47.4%47.4%

依存財源依存財源
336億8,975万円336億8,975万円
52.6%52.6%

市債市債
76億2,200万円76億2,200万円
11.9%11.9%

国庫支出金国庫支出金
102億954万円102億954万円
15.9%15.9%

繰入金繰入金
30億7,096万円30億7,096万円
4.8%4.8%

使用料および手数料ほか使用料および手数料ほか
11億3,848万円11億3,848万円
1.7%1.7%

諸収入諸収入
20億6,333万円20億6,333万円
3.2%3.2%

県支出金県支出金
51億221万円51億221万円
8.0%8.0%

地方交付税地方交付税
58億円58億円
9.1%9.1%

総額総額
640億円640億円

総額総額
640億円640億円

繰越金繰越金
18億円18億円
2.8%2.8%

寄付金寄付金
10億3,406万円10億3,406万円
1.6%1.6%

地方譲与税その他の交付金地方譲与税その他の交付金
14億5,600万円14億5,600万円
2.3%2.3%

歳入 640億円
前年度比　20億円減

歳出 640億円
前年度比　20億円減

特別会計 予算額
国民健康保険 118億1,536万円 （0.8%減）

後期高齢者医療 19億3,363万円（12.7%増）

介護保険 88億9,284万円 （4.5%増）

温泉事業 6,663万円（10.1%増）

墓地事業 1,202万円（48.5%増）

合計 227億2,048万円 （2.3%増）

(　 )は前年度比

建設改良および企業債に関する収入と支出。借入金、上下水
道管の敷設などの工事費、借入金元金の返済など。

※2 資本的収支

経営活動に伴って発生する収入と支出。上下水道料金、施設
の維持管理費、職員給与費など。

※1 収益的収支

(　 )は前年度比

下水道事業会計予算
収益的収入　 30億8,941万円 （6.6％増）

　　　支出　 28億8,644万円 （9.9％増）

資本的収入　 17億7,697万円 （7.0％増）

　　　支出　 26億　275万円 （0.3%増）

水道事業会計予算
収益的収入※1 30億1,285万円 （6.7%増）

　　　支出　 27億8,097万円 （7.4%増）

資本的収入※2 20億3,091万円 （2.9%減）

　　　支出　 36億5,401万円 （8.3%減）

○新庁舎整備事業
　�交流によるまちづくりの拠点となり、市民が使いやすい新しい庁舎の建設
工事に着手します。

61億1,136万円

○那須塩原駅周辺まちづくり推進事業
那須塩原駅から新庁舎までの公共空間を利活用し、エリア価値を高めるた
めの取り組みを推進します。

2億　704万円

○海外姉妹都市提携10周年記念事業
「オーストリア・リンツ市との記念事業」を幅広く展開します。

2,300万円

○�交通系ICカード導入事業
ゆーバスに交通系ICカードによるキャッシュレス決済を導入し、利用者の
利便性の向上を図ります。

1,947万円

○ひきこもり⽀援事業
ひきこもりに特化した窓口を設置し、当事者とその家族に対して相談支援
や居場所の提供などの支援充実を図ります。

1,750万円

○健康長寿センター内入浴施設利活用事業
　�長寿の湯を利用した民間事業者による入浴事業を実施し、交流の場として
地域の活性化を図ります。

7,000万円

○青木地区ゼロカーボン街区構築事業
　�住宅、酪農施設および事業所への太陽光発電設備・蓄電池設置補助やフード
リエサッカーフィールド青木に地域新電力が設置する太陽光発電設備への
導入補助などを実施します。

8億6,497万円

○クマ対策事業
　�積極的なクマの捕獲、⼈の⽣活圏に出没したクマの追い払いなど、住民の
安全を守るための対策を実施します。

642万円

○教育DX事業
　�学習用タブレット端末更新、校務支援ネットワークシステム更改及び通信
機器更新を行い、学校教育の充実を図ります。

9億3,271万円

○夏季短期留学支援事業
　�台湾のアメリカンスクールへの夏季短期留学を支援し、児童・生徒の豊か�
な国際感覚を磨き、実践的な英語力の向上を図ります。

159万円

○学びの多様化学校（分教室型）管理運営事業
　�子どもたちの学びの場の選択肢を増やすため、三島中学校の分教室として
「学びの多様化学校プリズム」を設置します。

499万円

○学校開放予約システム導入
　�施設の利用申請から支払いまでをオンラインでできる予約システムを導入
し、利用者の利便性向上を図ります。

2,476万円

第2次那須塩原市総合計画後期基本計画で設定する重点推進テーマ及び「若者・女性から選ばれる地域」の着実な推進
を図り、本市の価値を高めていく背策に取り組んでいきます。

令和8（2026）年度に取り組む主な事業令和8（2026）年度に取り組む主な事業

那 須 塩 原 市 か ら の お 知 ら せ
NASUSHIOBARA　CITY　INFORMATION

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）

庁
舎
名

海外姉妹都市提携10周年記念事業

新庁舎整備事業

【自主財源】市税など市が自ら集めるお金
●市税…�市民税などの皆さんが納めるお金
●繰入金…基金の取り崩しなどによるお金
●諸収入…�他科目に含まれないお金
●繰越金…�前年度から持ち越されるお金
●寄付金…�ふるさと納税や寄付のお金
●�使用料および手数料…市の施設やサービ
スを利用した人などが納めるお金

【依存財源】国、県などから交付されるお金
●�国庫支出金…福祉や道路整備などのため
に国から交付されるお金

●市債…�国や銀行から借り入れるお金
●�地方交付税…所得税などの国税から市の
財政状況に応じて交付されるお金

●�県支出金…福祉や道路整備などのために
県から交付されるお金

●�地方消費税交付金…消費税（国税）と一緒
に皆さんが納めた地方消費税（県税）のう
ち、市町村に交付されるお金

●地方譲与税その他の交付金
　…�国や県が徴収する税金などを市の分と
して交付されるお金

用語解説

用語解説

大きな予算を充てていたクリーンセ
ンターの改修整備が終わったこと
で、昨年度に比べて予算の総額が少
なくなりました

新庁舎完成イメージ

リンツ市
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〈児童手当の拡充〉
・�所得によらず、支給の対象となります
・�支給期間を高校生年代まで延長します
・�第3子以降はより手厚く、一人当たり月3
万円に大幅増額します

・��4か月に1回から、2か月に1回の支給にな
ります

〈妊婦のための支援給付〉
「伴走型相談支援」の面談と合わせて、
・�妊娠届出時に5万円
・�妊娠後期以降に妊娠しているこどもの数
×5万円を支給します

那 須 塩 原 市 か ら の お 知 ら せ
NASUSHIOBARA　CITY　INFORMATION

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）

庁
舎
名

保険料(税)保険料(税)をを改正改正しますします
今回の改正では、赤色の文字で示した箇所が変わります。

前年中の世帯の所得が一定の金額以下の場合、均等割額と平等割額を7割・5割・
2割軽減します。5割軽減と2割軽減の対象者を拡大するため、判定所得基準を
次のとおり改正します。

法定軽減
判定所得基準

7割軽減
基礎控除額
(43万円)

＋10万円
×(給与所得者など※の数－1)
※�一定の給与所得者と公的年金な
どの支給を受ける人。

5割軽減 ＋31万円×被保険者数
2割軽減 ＋57万円×被保険者数

●国民健康保険税の軽減判定所得基準
▶問い合わせ
　本課税課
　☎0287（62）7120

▶問い合わせ
　県後期高齢者医療広域連合

　☎028（627）6805

均等割額
法定軽減

判定所得基準

7割軽減
基礎控除額
(43万円)

＋10万円
×(給与所得者など※の数－1)
※�一定の給与所得者と公的年金な
どの支給を受ける人。

5割軽減 ＋31万円×被保険者数
2割軽減 ＋57万円×被保険者数

●後期高齢者医療保険料の軽減判定所得基準

診療報酬のプラス改定、現役世代の負担増抑制による負担率引き上げ、
子ども・子育て支援金制度の開始による子ども分保険料の追加のため、
保険料率を次のとおり改正します。

国民健康保険税と同様に軽減判定所得基準を改正します。
今年度は、7割軽減対象者に対し、医療分のみさらに0.2割の軽減を行います（7.2割軽減）。

●後期高齢者医療保険料の保険料率

改正前 改正後
医療分 医療分 子ども分 合計

所得割率 8.84％ 9.00％ 0.25％ 9.25％
均等割額 45,600円 49,100円 1,300円 50,400円
賦課限度額 80万円 85万円 21,000円 87万1千円

▶問い合わせ
　本国保年金課
　☎0287（62）7143

医療
給付費分

後期高齢者
支援金分

介護
納付金分

子ども・子育て
支援納付金分 合計

18歳未満 18歳以上
所得割率 6.4％ 2.0％ 2.0％ 0.20％
均等割額 21,000円 5,900円 8,000円 全額軽減 1,100円

18歳以上均等割額 － － － － 100円
平等割額 19,000円 6,100円 4,900円 700円
賦課限度額 66万円 26万円 17万円 3万円 112万円

●国民健康保険税の保険税率
課税限度額を次のとおり改正します。また、子ども・子育て支援金制度の創設
に伴い、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を追加します。「子ども・子育て支援金制度」は、全ての世代の皆さんから支援金をいただいて、子育て世帯に

対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
※支援金が充てられる給付は法律で定められています。

こどもと子育て
世帯を応援！

子ども・子育て
支援金制度って？

Q Q

Q

A A

A

どうして「支援金制度」が必要なの？

 支援金は何に充てられるの？

なぜ独身者や高齢者も支払うの？

近年、少子化・人口減少の進行が加速して
いることから、政府は令和5年12月にこど
も未来戦略「加速化プラン」を策定し、「子ど
も・子育て支援」の拡充を実施することを決
めました。
支援金制度はこれを支える財源の一部です。

子育て支援は、こどもたちがすこやかに成
長していくための制度です。成長したこど
もたちは将来この社会を支える担い手とな
り、全ての人にとってメリットがあります。
そのため、全ての世代に加え企業を含めた
社会全体で支える仕組みとしています。

「子ども・子育て支援金」
制度について
（こども家庭庁HP） こども家庭庁公式 note

〈育児時短就業給付〉
「育児時短就業給付」を創設し、こどもが２
歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合
は、時短勤務時の賃金の原則10％を支給し
ます

〈育児期間中の国民年金保険料免除〉
国民年金の第1号被保険者の人を対象に、育
児期間中の国民年金保険料免除措置を創設
します

〈こども誰でも通園制度〉
「こども誰でも通園制度」は、保育所等に通っ
ていない0歳6カ月から満3歳未満のこども
が時間単位等で柔軟に利用できる制度です
（こども1人当たり10時間／月）

〈出生後休業支援給付〉
「出生後休業支援給付」を創設し、こどもの
出生直後の一定期間内に両親ともに14日以
上の育児休業を取った場合、最大28日間、
手取りの10割相当を支給します

法定軽減は、世帯主や被保険者が収入の申告をしていないと、受けることができません。
 ・令和7年中に収入がない人のうち、令和8年4月1日時点で18歳以上の人
 ・収入が遺族年金・障害年金などの非課税収入のみの人 収入申告が必要です
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地震地震にに強強いい
住まいづくり住まいづくりをを応援応援しますします

〈共通事項〉
�▶申請の流れ
①事前相談：必要書類を本建築指導課窓口へ持参
②�本申請：事前相談完了後、交付申請書と必要書類を

本建築指導課窓口に提出
���▶�注意事項　工事などの契約や着手前に市への相談お

よび申請が必要です

〈旧耐震木造住宅の耐震改修費用などへの補助旧耐震木造住宅の耐震改修費用などへの補助〉
����▶�対象　昭和56昭和56（1981）年年5月以前に建てられた木造住宅のうち、対象住宅の所有者または当該住宅に住以前に建てられた木造住宅のうち、対象住宅の所有者または当該住宅に住
　んでいる人で、　んでいる人で、補助の要件を満たしている人要件を満たしている人

区分 補助対象内容 補助金額など

耐震診断士派遣 耐震診断の実施 自己負担なし
（耐震改修などを検討する場合）

耐震改修費補助 耐震補強計画の策定と耐震改修を一体的に
行うもの

耐震改修費用の4/5（上限115万円）
※�要件により最大10万円の加算あり。

耐震建替え費補助
耐震診断の結果、耐震改修が必要と診断さ
れた住宅を解体し、同一敷地内で建替えを
行うもの

�耐震改修に要する費用相当分の4/5（上限100万円）
※�要件により最大20万円の加算あり。

〈ブロック塀などの除却・建替え費用への補助ブロック塀などの除却・建替え費用への補助〉
��▶�対象　危険なブロック塀等※の除却または軽量なフェンスなどに建て替えを行う所有者で、補助の要件

を満たしている人
※�道路に面し、安全性の基準に適合しない補強コンクリートブロック造の塀または組

そ せ き ぞ う
積造の塀（石造など）

であって、道路側の地面からの高さが80センチメートルを超えるもの

区分 補助対象内容 補助金額

全部除却工事費補助 危険ブロック塀等の全てを除却する工事
上限10万円

一部除却工事費補助 危険ブロック塀等を一部除却し、高さ80センチメートル以下とする工事

建替え工事費補助 全部除却工事を行った後、新たに軽量フェンスなどを設置する工事 �上限30万円

木造住宅の耐震改修・ブロック塀除却などへの支援木造住宅の耐震改修・ブロック塀除却などへの支援

耐震改修工事を行った住宅の固定資産税を減額耐震改修工事を行った住宅の固定資産税を減額
▶�対象　昭和57（1982）年1月1日以前に建てられ、令

和13（2031）年3月31日までの間に50万円を超える
耐震改修工事を行った住宅

※�対象にならない場合があるため、必ず事前に問い合
わせてください。

▶�内容　改修工事完了日の属する年の翌年度分の固定
資産税で、当該家屋分の1/2を減額

※�改修後、長期優良住宅の認定を受けた場合は2/3を
減額。

▶�申込方法　改修工事完了日から3カ月以内に必要書
類を西固定資産税課に持参または郵送

▶申し込み・問い合わせ
　西固定資産税課　☎0287（38）2561
　〠329-2792　あたご町2-3

※�事前相談の件数によっては、早期に受け付けを終了
することがあります。

※�事前相談開始日や要件などの詳細は、
　市ホームページを確認してください。
▶申し込み・問い合わせ
　本建築指導課　☎0287（62）7169
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容器の出し方
①�容器を切り開き、プラス

チック部分を取り除く
②洗って乾かす
③回収箱に入れる

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）
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＼スマートフォンやタブレット端末から広報なすしおばらを読むことができます／＼スマートフォンやタブレット端末から広報なすしおばらを読むことができます／
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※上記①～⑤に対する補助金の交付要件・必要書類など、詳細は市ホームページを確認してください。

▼申請期間　4月20日㈪～6月30日㈫　

▼申し込み・問い合わせ　西子育て支援課　☎0287（46）5532

なすしおばらなすしおばら KK
キッズキ ッ ズ
IDSIDS

子育て情報をお届け！

「こどもの居場所づくり」を運営する団体に対し事業に要する費用の一部を補助します。
昨年度までの「子ども・子育て夢基金助成事業」の一部を見直し、新しい制度として活動費を補助します。

　　　　　　　　　　　　　　　那須塩原市こどもの居場所づくり支援補助金

対象事業
①子育てを支援する居場所づくり　②こどもの学習支援などさまざまな学びによる健全育成を支援する居場所づ
くり　③障害を持つこどもを支援する居場所づくり　④ひとり親家庭や、家庭の事情などで支援が必要なこども
をサポートする居場所づくり　※交付には要件があります。

対象団体

市内で上記対象事業を運営中、または年度内に運営を開始する団体で次の全てに該当する団体 
・代表者を定め、原則４人以上で構成 
・会則、規約などを定め、年度ごとに事業計画書・報告書・収支予算書・決算書などを備えている 
・対象事業を継続的かつ安定的に運営

対象経費 報償費、需用費、燃料光熱水費、役務費、使用料・賃借料、備品購入費

助成額 1年度当たり上限10万円（1回5,000円）　

「市こどもの居場所づくり支援補助金」の申請を受け付けます「市こどもの居場所づくり支援補助金」の申請を受け付けます
Health InformationHealth Information

こどもに関わる次の手当を受け取るためには、申請が必要です。
申請が済んでいない人は、問い合わせてください。

各種手当の申請は済んでいますか各種手当の申請は済んでいますか

手当の種類 対象　※支給には要件があります。
児童手当 18歳到達後最初の3月31日までのこどもを監督・保護している人

児童扶養手当

父母の離婚などで父か母と生計を別にしている、18歳到達後最初の3月31日までのこどもを監督・保護し
ている人
※一定の障害があるこどもは20歳未満まで対象。
※父か母に重度の障害がある場合も対象。

遺児手当 父母の一方か両方が死亡した義務教育修了前のこどもを監督・保護している人

▼問い合わせ
　西子育て支援課　☎0287（46）5533

≪夜間や休日の受診はよく考えてから≫
診察時間外の受診は、医療費が割増料金になるほか、急病人の治療に支障をきたすおそれがあります。
夜間や休日に急な発熱やけがなどの心配事があるときは、「とちまる救急安心電話相談」で相談できます。

▼こども向け（おおむね15歳未満）　☎#8000 または ☎028（623）3511

▼大人向け　☎#7119 または ☎028（623）3344　毎日午後4時～翌午前10時（土・日曜、祝日は24時間対応）
≪日頃から心がけておくこと≫
①はしご受診（重複受診）は控える　②かかりつけの医師や薬局を持つ　③ジェネリック医薬品を利用する

▼問い合わせ　本子育て支援課　☎0287（62）7042

医療機関を適正に受診しましょう医療機関を適正に受診しましょう

那須塩原市こどもの居場所づくり支援補助金（こども食堂）

運営費 新規開設費 拡充費

対象事業対象事業 ⑤こどもへの食事の提供による居場所づくり　※交付には要件があります。

対象団体 上記①～④の対象事業と同様

対象経費 報償費、需用費、燃料光熱費、役務費、使用料・賃借料、備品購入費 こども食堂の開設に合わせて上記②の
事業を実施する経費

助成額 開催1回/日  原則7,500円
※年度内36回まで。 上限10万円 上限5万円（1回2,500円）

 〈たばこによる健康への影響（例）〉
・�喫煙は、がん、脳卒中、虚血性心疾患、
糖尿病など病気のリスクを高めます
・�他の人のたばこの煙（副流煙）を吸い込
む受動喫煙では、喫煙者が吸いこむ煙（主流煙）よりも2～
3倍高い濃度の有害物質が含まれており、がんなどの病気
のリスクを高めます
・�妊娠中の女性の喫煙・受動喫煙は胎児の発育
　を妨げ、乳幼児の突然死のリスクを高めます
▶問い合わせ　健康増進課　☎0287（63）1100

毎年5月31日は、世界保健機関（WHO）が定める「世界禁
煙デー」です。日本では5月31日から6月6日までを「禁煙
週間」としています。

たばこは慢性閉塞性肺疾患（COPD）の主な原因で、喫煙者の
約2割がCOPDを発症するといわれています。また、「肺の生
活習慣病」とも呼ばれ、たばこを吸わない人でも受動喫煙に
よって発症する可能性があります。COPDの発症リスクは喫
煙年数などに比例して高くなるので、早く禁煙すればするほど
予防効果が大きくなります。

5月31日は「世界禁煙デー」～たばこの健康影響を知ろう～

健康に関することを何でも相談できて、必要なときに専門
の医師・医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになるか
かりつけ医をもちましょう。
普段からかかりつけ医をもつことで、病気の予防や早期発
見、早期治療につながります。
休日や夜間における緊急時※以外は、かかりつけ医などの
通常の診療時間に受診しましょう。

かかりつけ医をもちましょう～とっさの場合などの心強い存在です～
〈夜間・休日の診療〉

時間帯 受診先 詳細はこちら

休日などの昼間 休日当番医 
※日付により異なる 一覧表

夜間 
（午後7時
　～9時30分）

夜間急患診療所
☎（47）5663 

診療所
案内

夜間 
（午後9時30分～）

救急当番病院 
※日付により異なる

その他
案内

※���意識がない、症状が重いと思われる場合は119番で救急車
を呼びましょう。それ以外の場合は、時間帯によって受診
先が異なります。
※受診前に必ず各医療機関に電話で確認してください。
▶問い合わせ　健康増進課　☎ 0287（62）7197

帯
たいじょう

状疱
ほ う し ん

疹の予防接種が受けられます

▶�接種場所　病院、診療所などの市指定医療機関
▶�定期接種の対象者　次の条件のいずれかに該当する人
① �65、70、75、80、85、90、95、100歳の節目年齢の人
②一定の障害や免疫疾患のある60歳～64歳の人
� ①または②に該当し、予防接種を受けたことのない人
▶�助成額　生ワクチン 4,000円
　　　　　不活化ワクチン 1万円
※助成額を超えた額は自己負担になります。
▶�申込方法　市指定医療機関に電話で申し込み
▶問い合わせ　
　健康増進課　☎0287（62）7197

令和8年度の定期予防接種対象の人には市から接種券を送り
ます。定期予防接種対象にならない人で接種を希望する場合
は、任意予防接種の助成が利用できます。

帯状疱疹って何？
水ぼうそうに感染したあと体内に潜伏していたウィル
スが、免疫力の低下によって活性化し、痛みを伴う赤
い発疹と水ぶくれが帯状に発生
します。
神経痛のような痛みからはじ
まって、身体の左右どちらか一
方の神経に沿って帯状に出現す
る赤い発疹の皮膚症状と強い痛
みがあります。
治った後も長い間痛みが残るこ
ともあります。



1617 令和8（2026）年5月号 令和8（2026）年5月号

※市内は、市外局番 0287を省略した表記にしています。

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）

庁
舎
名

　
く
ら
し

お知らせ掲示板
　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に

基
づ
き
、
次
の
店
舗
の
新
設
届

出
書
お
よ
び
変
更
届
出
書
が
、

本
商
工
振
興
課
で
見
ら
れ
ま
す
。

　
内
容
に
意
見
が
あ
る
場
合
に
は
、
意
見
書

を
提
出
で
き
ま
す
。

▼�

対
象
施
設　
①
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
上
厚

崎
店（
新
設
）　
②
ベ
イ
シ
ア
ス
ー
パ
ー
セ

ン
タ
ー
那
須
塩
原
店（
変
更
）

​

▼
閲
覧
期
限　

①
7
月
6
日
㈪　
②
6
月
16
日
㈫　

　
い
ず
れ
も
午
前
9
時
か
ら
午
後
4
時
ま
で

※
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
。

▼
閲
覧
場
所
・
問
い
合
わ
せ

○
本
商
工
振
興
課�

☎（
62
）７
１
５
４

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
・

変
更
届
出
書
が
見
ら
れ
ま
す

自
動
車
税
の
納
付
を
忘
れ
ず
に

　

5
月
に
送
付
す
る
自
動
車
税
の
納
付
書

で
、
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
心

身
障
害
者
な
ど
の
減
免
制
度
に
関
し
て
は
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
納
付
期
限　
6
月
1
日
㈪

▼
問
い
合
わ
せ

○
大
田
原
県
税
事
務
所
収
税
課

�

☎
０
２
８
７（
23
）４
１
７
１

▼�

対
象　
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
人
で

出
産
日
が
平
成
31
年
2
月
1
日
以
降
の
人

▼
免
除
期
間

　

�

出
産（
予
定
）月
の
前
月
か
ら
4
カ
月
間

※�

多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産（
予
定
）月
の

3
カ
月
前
か
ら
6
カ
月
間
。

※�

出
産
に
は
、
妊
娠
85
日（
4
カ
月
）以
上
で

死
産
、
流
産
、
早
産
し
た
人
を
含
む
。

▼
受
付
開
始
日　
出
産
予
定
日
の
6
カ
月
前

▼�

申
込
方
法　
年
金
手
帳
や
基
礎
年
金
番
号

の
分
か
る
も
の
、
母
子
健
康
手
帳（
出
産

前
の
み
）、
本
人
確
認
書
類
な
ど
の
身
分

証
明
書
を
持
参
し
て
申
し
込
み

※�

代
理
人
が
手
続
き
す
る
場
合
は
、
委
任
状

な
ど
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
細
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼�

申
し
込
み　
本
国
保
年
金
課
、

　

�

西
国
保
年
金
担
当
、
塩
市
民

課
、
箒
根
出
張
所

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
国
保
年
金
課�

☎（
62
）７
１
２
９

産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
に
な
り
ま
す

　
市
青
少
年
セ
ン
タ
ー
で
は
、
市
内
の
中
学

生
、
高
校
生
を
対
象
に
青
少
年
向
け
広
報
誌

の
編
集
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

青
少
年
向
け
広
報
誌

「
と
き
め
く
る
」編
集
委
員
募
集

▼�

対
象　
市
内
在
住
ま
た
は
在
学
の
中
学
生

（
義
務
教
育
学
校
7
～
9
年
生
含
む
）、
高

校
生

▼�

活
動
場
所　

　
ま
ち
な
か
交
流
セ
ン
タ
ー｢

く
る
る
」

▼�

活
動
期
間

　
6
月
～
来
年
1
月（
編
集
会
議·

月
1
回
）

▼�

募
集
人
数　
10
人
程
度（
選
考
あ
り
）

▼�

申
込
方
法　
専
用
の
応
募
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
し
て
郵
送
、
持
参
ま
た
は
メ
ー

ル
で
応
募

▼�

申
込
期
限　
5
月
22
日
㈮

▼�

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
西
生
涯
学
習
課（
市
青
少
年
セ
ン
タ
ー
）

�

☎（
37
）５
９
２
５

〠
３
２
９
‐
２
７
９
２　
あ
た
ご
町
２
‐
３

shougaigakushu@
�

city.nasushiobara.tochigi.jp

　
大
田
原
土
木
事
務
所
関
係
道
路
事
業
に
伴

う
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
構
想
に
つ
い

て
、
縦
覧
と
公
聴
会
を
実
施
し
ま
す
。
意
見

の
あ
る
人
は
、
縦
覧
期
間
中
に
意
見
書
を
提

出
で
き
る
ほ
か
、
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間　
5
月
12
日
㈫
～
26
日
㈫

▼
公
聴
会（
関
谷
街
道
）　

　
6
月
23
日
㈫　
午
後
6
時
30
分

　
ハ
ロ
ー
プ
ラ
ザ（
関
谷
１
２
６
６
‐
４
）

※�

意
見
を
述
べ
た
い
人
が
い
な
い
場
合
、
公

聴
会
は
開
催
し
ま
せ
ん
。

※
詳
細
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼�

意
見
書
の
提
出
方
法　

　
縦
覧
場
所
の
窓
口
ま
た
は
郵
送
で
提
出

▼�

縦
覧
場
所
・
問
い
合
わ
せ

○

都
市
計
画
課

　
〠
３
２
５
‐
８
５
０
１共

墾
社
１
０
８
‐
２

�

☎（
62
）７
１
５
９

○
県
都
市
政
策
課

　
〠
３
２
０
‐
８
５
０
１�

宇
都
宮
市
塙
田
１
‐
１
‐
20

�

☎
０
２
８（
６
２
３
）２
４
６
５

○
大
田
原
土
木
事
務
所
企
画
調
査
課

　
〠
３
２
４
‐
８
７
６
５

大
田
原
市
本
町
２
‐
２
８
２
８
‐
４

�

☎
０
２
８
７（
23
）５
８
８
２

都
市
計
画
の
構
想
に
つ
い
て
の

縦
覧
と
公
聴
会

県ホームページ
5/12 公開予定

　
「
板
室
健
康
の
ゆ
グ
リ
ー
ン
グ
リ
ー
ン
」の

未
使
用
回
数
券
は
、払
い
戻
し
が
で
き
ま
す
。

▼�

払
戻
額　

　
未
使
用
回
数
券
の
枚
数
×
２
０
０
円
ま
た

　
は
５
０
０
円（
購
入
金
額
に
準
じ
て
）

※
有
効
期
限
の
な
い
も
の
が
対
象
で
す
。

※
12
枚
つ
づ
り
の
場
合
、
購
入
し
た
金
額
分

　
（
10
枚
分
）を
上
限
と
し
て
払
い
戻
し
ま
す
。

▼�

払
戻
方
法　

ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
課
で
配

布
す
る
請
求
書
に
未
使
用
回
数
券
を
添
付

し
て
提
出

▼�

期
限　
来
年
3
月
31
日
㈬

※�

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○

ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
課�

�

☎（
74
）２
６
１
８

板
室
健
康
の
ゆ
グ
リ
ー
ン
グ
リ
ー
ン

未
使
用
回
数
券
の
払
い
戻
し

▶問い合わせ
○本市民課　☎（62）7132

マイナンバーカード
【休日】交付・申請・

マイナ保険証利用申し込み支援

※�交付は要事前予約
※更新は早めに手続
　きしてください。

5月16日㈯

詳しくはこちら

　
住
ま
い
・
環
境

　
ご
み
の
な
い
、
き
れ
い
な
ま
ち
を
目
指
し

ま
し
ょ
う
。

▼
と
き　
5
月
31
日
㈰（
雨
天
決
行
）

※�

午
前
10
時（
塩
原
地
区
は
午
前
9
時
30
分
）

ま
で
に
指
定
の
集
積
所
へ
搬
入
。

▼
内
容

　
道
路
脇
な
ど
に
捨
て
ら
れ
た
ご
み
の
回
収

※�

ご
み
袋
は
自
治
会
を
通
じ
て
配
布
。

※
自
治
会
未
加
入
者
へ
は
左
記
配
布
場
所
で

　
配
布
。

▼�

配
布
場
所

　�

サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
エ
コ
ノ

ミ
ー
課
、西
西
那
須
野
支
所
、

塩
塩
原
支
所
、
箒
根
出
張
所

▼
問
い
合
わ
せ

○

サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー
課

�

☎（
62
）７
１
４
４

春
の
市
民
一
斉
美
化
運
動

良
好
な
景
観
づ
く
り
の
た
め

屋
外
広
告
物
の
適
正
化
を

　

看
板
や
広
告
幕
な
ど
の「
屋
外
広
告
物
」

は
、
私
た
ち
の
経
済
活
動
や
暮
ら
し
を
支
え

る
大
切
な
情
報
源
で
す
。
し
か
し
、
ル
ー
ル

を
無
視
し
た
広
告
物
が
無
秩
序
に
増
え
て
し

ま
う
と
、
美
し
い
景
観
や
ま
ち
の
魅
力
を
損

な
う
原
因
に
な
り
ま
す
。

カ
モ
、カ
ラ
ス
、ハ
ト
な
ど
の

駆
除
・
追
い
払
い
を
行
い
ま
す

　
農
作
物
な
ど
へ
の
被
害
対
策
の
た
め
、
猟

銃
を
使
用
し
た
駆
除
・
追
い
払
い
を
行
い
ま

す
。
安
全
に
は
十
分
注
意
し
て
作
業
し
ま
す

が
、
駆
除
な
ど
の
現
場
を
見
か
け
た
ら
、
近

寄
ら
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
と
き　
4
月
26
日
㈰
～
5
月
26
日
㈫

※
通
学
時
間
を
除
く
日
の
出
か
ら
日
没
ま
で

　
の
時
間
で
実
施
。

※
田
植
え
な
ど
の
状
況
に
よ
り
、
地
区
に
よ

　
り
実
施
日
が
異
な
り
ま
す
。

▼�

と
こ
ろ　
塩
原
地
区
を
除
く
市
内
全
域
の

農
地
・
河
川
敷

　
市
で
は「
那
須
塩
原
市
屋
外
広
告
物
条
例
」

に
基
づ
き
、
広
告
物
の
ル
ー
ル
を
定
め
て
い

ま
す
。

　
ル
ー
ル
に
違
反
し
て
い
る
広
告
物
に
つ
い

て
、
広
告
主
や
広
告
業
者
に
対
し
て
修
正
す

る
よ
う
指
導
し
て
い
ま
す
。

　
身
分
証
を
持
っ
た
屋
外
広
告
物
適
正
化
指

導
員
が
対
象
路
線
を
巡
回
し
、
広
告
物
の
調

査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
適
正
な
広
告
物
の

設
置
に
協
力
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
令
和
8
年
度
調
査
対
象
路
線

①
大
田
原
高
林
線

②
西
那
須
野
那
須
線

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
都
市
計
画
課�

☎（
62
）７
１
5
９

電
気
自
動
車
補
助
金
を
拡
充
！

Ｐ
Ｈ
Ｅ
Ｖ
も
新
た
な
対
象
に

　
地
域
の
脱
炭
素
化
実
現
に
向
け
た
取
り
組

み
を
強
化
す
る
た
め
、
新
た
に
プ
ラ
グ
イ
ン

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車（
Ｐ
Ｈ
Ｅ
Ｖ
）を
補
助
金
の

対
象
に
追
加
し
ま
し
た
。�

▼�

対
象
・
補
助
額

①
電
気
自
動
車
・
水
素
自
動
車

　
（
個
人
・
事
業
者
）　
15
万
円

②
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車（
Ｐ
Ｈ
Ｅ
Ｖ
）

　
（
個
人
・
事
業
者
）　
10
万
円
※
新
規

③
Ｖ
２
Ｈ
充
放
電
設
備（
個
人
）

　
購
入
費
の
3
分
の
1（
上
限
10
万
円
）

④
充
電
設
備（
事
業
者
）

　
購
入
費
の
4
分
の
1（
上
限
10
万
円
）

※
予
算
が
な
く
な
り
次
第
終
了
。

▼�

申
請
期
限

　
来
年
3
月
31
日
㈬

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
課

�

☎（
73
）５
６
５
１

※�
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○

ネ
イ
チ
ャ
ー
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
課

�
☎（
74
）２
６
０
２

市の証明書は
で取得すると

窓口より100円お得 !100円お得 !

▶問い合わせ
○本市民課　☎（62）7132

※�利用には
　マイナンバーカード
　が必要です。

詳しくはこちら

コンビニコンビニ
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庁
舎
名

ごみ分別アプリを
配信しています

明日は何ごみの日？
ごみ分別アプリでごみ出しカレンダーの確認ができます！
▶問い合わせ　本サーキュラーエコノミー課　☎(62)7301

公
共
下
水
道
が
使
用
で
き
る

区
域
を
公
開
し
て
い
ま
す

　
新
た
に
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た

（
供
用
開
始
）区
域
を
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

・�

黒
磯
地
区

　

�

上
厚
崎
、
下
厚
崎
、
埼
玉
、
豊
浦
南
町
の

そ
れ
ぞ
れ
一
部

・�

西
那
須
野
地
区

　�

下
永
田
１
丁
目
、
下
永
田
７
丁
目
、
西
三

島
３
丁
目
、
西
三
島
４
丁
目
、
西
三
島
７

丁
目
、
井
口
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部

〈
供
用
開
始
区
域
に
な
っ
た
場
合
〉

・�

速
や
か
に
下
水
道
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い

・�

く
み
取
り
ト
イ
レ
を
使
用
し
て
い
る
人

は
、
供
用
開
始
か
ら
３
年
以
内
に
水
洗
ト

イ
レ（
簡
易
水
洗
を
除
く
）に
改
造
す
る
こ

と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

※�

工
事
に
必
要
な
手
続
き
は
、
市
の
指
定
工

事
店
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
受
益
者
負
担
金
制
度
の
対
象
に
な
り
ま
す
〉

　
受
益
者
負
担
金
制
度
と
は
、
下
水
道
が
整

備
さ
れ
た
区
域
の
人
た
ち
が
下
水
道
建
設
費

の
一
部
を
負
担
す
る
制
度
で
す
。

▼�

金
額
　
土
地
の
面
積
に
対
し
、
1
㎡
当
た

り
の
負
担
金
額
を
乗
じ
て
得
た
金
額

▼
支
払
方
法　
5
年
間
に
分
割
し
て
納
付

※�

一
括
で
納
付
す
る
場
合
は
、
納
付
期
日
前

に
納
付
し
た
納
期
数
に
応
じ
て
報
奨
金
を

交
付
し
ま
す
。

　
下
水
道
・
農
業
集
落
排
水
に
接
続
で
き
な

い
区
域
で
は
、
使
用
者
が
合
併
処
理
浄
化
槽

を
設
置
し
て
生
活
排
水
の
処
理
を
行
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

単
独
処
理
浄
化
槽（
ト
イ
レ
の
排
水
だ
け

を
処
理
す
る
浄
化
槽
）や
く
み
取
り
便
槽
を

使
用
し
て
い
る
人
は
、
補
助
金

を
活
用
し
、
合
併
処
理
浄
化
槽

に
変
更
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
①
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
補
助
金
〉

　
生
活
排
水
も
処
理
で
き
る
合
併
処
理
浄
化

槽
の
設
置
費
を
補
助
し
ま
す
。

▼
要
件

・�

公
共
下
水
道
事
業
計
画
区
域
と
農
業
集
落

排
水
処
理
区
域
を
除
く
地
域
に
設
置
す
る

・�

住
宅
に
設
置
し
処
理
能
力
が
10
人
以
下

・�

浄
化
槽
本
体
工
事
が
始
ま
る
前
に
申
請

し
、
来
年
3
月
10
日
ま
で
に
実
績
報
告
が

完
了
す
る

・�

設
置
場
所
に
住
所
を
置
き
、
継
続
し
て
住

む
こ
と
が
で
き
る
人

〈
②
宅
内
配
管
補
助
加
算
〉

　
住
宅
の
建
て
替
え
や
増
改
築
を
せ
ず
、
単

独
処
理
浄
化
槽
か
、
く
み
取
り
便
槽
を
合
併

処
理
浄
化
槽
に
替
え
る
場
合
、
宅
地
内
の
配

管
切
替
工
事
に
要
す
る
費
用
を
加
算
し
ま
す
。

浄
化
槽
の
各
種
補
助
制
度（
増
額
）

〈
③
単
独
処
理
浄
化
槽
等
撤
去
費
補
助
金
〉

　
単
独
処
理
浄
化
槽
か
、
く
み
取
り
便
槽
を

撤
去
し
、
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
か

下
水
道
に
接
続
す
る
人
を
対
象
に
、
撤
去
費

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
要
件

・�

住
宅
に
設
置
し
て
あ
る
単
独
処
理
浄
化
槽

な
ど
を
撤
去
後
、
適
正
に
処
分
す
る
こ
と

・�

処
理
能
力
が
10
人
以
下
の
合
併
処
理
浄
化

槽
を
、
公
共
下
水
道
事
業
計
画
区
域
と
農

業
集
落
排
水
処
理
区
域
を
除
く
地
域
に
設

置
す
る
か
、
下
水
道
に
接
続
す
る
こ
と

〈
共
通
事
項
〉

　
詳
細
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
西
管
理
課�

☎（
37
）５
２
１
３

▼
問
い
合
わ
せ

○
西
管
理
課�

☎（
37
）５
２
１
３

浄化槽の規模
（住宅床面積）

①
　浄化槽
　設置整備
　事業補助金

②
　宅地内
　配管補助
　加算

　③
　単独処理
　浄化槽等
　撤去費補助金

5人槽
（130㎡以下） 332,000円

上限33万円
【増額】

単独処理浄化槽
上限15万円
【増額】

くみ取り便槽
上限12万円
【増額】

7人槽
（130㎡超） 414,000円

10人槽
（2世帯住宅） 548,000円

※住宅床面積によって金額が変わります。

　
浄
化
槽
を
利
用
す
る
人
は
、
浄
化
槽
法
に

よ
り
、「
保
守
点
検
」、「
清
掃
」、「
法
定
検
査
」

を
行
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

〈
保
守
点
検
〉

　

浄
化
槽
の
運
転
状
況
や
放
流
水
の
確
認
、

薬
剤
の
補
充
な
ど
を
行
い
ま
す
。
3
～
4
カ

月
に
1
回
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

〈
浄
化
槽
の
清
掃
〉

　
浄
化
槽
内
に
溜
ま
っ
た
汚
泥
な
ど
を
引
き

抜
き
ま
す
。
年
1
回
以
上
、
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。 

〈
法
定
検
査（
水
質
検
査
）〉

　
浄
化
槽
の
保
守
点
検
・
清
掃
が
き
ち
ん
と

行
わ
れ
、
浄
化
槽
が
正
常
に
機
能
し
て
い
る

か
を
検
査
し
ま
す
。

　
浄
化
槽
を
使
い
始
め
て
4
～
8
カ
月
の
間

に
受
検
す
る
第
７
条
検
査
と
、

そ
の
後
毎
年
1
回
定
期
的
に
受

検
す
る
第
11
条
検
査
の
2
種
類

が
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
西
管
理
課�

☎（
37
）５
２
１
３

○（
一
社
）栃
木
県
浄
化
槽
協
会

�

☎
０
２
８（
６
３
３
）１
６
５
０

浄
化
槽
の
維
持
管
理

　
市
内
の
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ
で
自
分
の

健
康
度
に
合
わ
せ
て
運
動
指
導
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

▼�

期
間　
5
月
～
来
年
3
月（
週
2
日
・
3

カ
月
間
実
施
）

▼�

対
象

�

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
で
、

　
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
な
い
世
帯
に

　
属
す
る
40
歳
以
上
の
市
民

※
3
カ
月
間
受
講
で
き
る
人
。

▼�

料
金　
５
７
４
２
円（
3
カ
月
）

運
動
指
導
を
受
け
な
が
ら

生
活
習
慣
病
を
予
防
し
よ
う

　
福
祉

　
健
康
で
質
の
高
い
生
活
を
送
る
に
は
、
定
期

的
に
自
分
の
体
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
大
切

で
す
。
市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
の
人
間
ド
ッ
ク
に
か

か
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
受
診
期
限　
来
年
3
月
31
日
㈬

▼
対
象

・�

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
で
、

国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
な
い
世
帯
に

属
す
る
30
歳
以
上
の
市
民

・�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る

人
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
滞
納

が
な
い
市
民

人
間
ド
ッ
ク
受
診
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す

※�
年
度
内
に
同
事
業
の
助
成
を
受
け
た
人

と
、
特
定
健
康
診
査
や
後
期
高
齢
者
健
康

診
査
を
受
診
し
た
人
は
対
象
外
。

▼�

助
成
額　

　
人
間
ド
ッ
ク（
1
泊
・
通
院
）　
3
万
3
千
円

　
人
間
ド
ッ
ク（
日
帰
り
）　
2
万
円

　
脳
ド
ッ
ク
・
脳
М
Ｒ
セ
ッ
ト　
2
万
円

▼
対
象
施
設

　

�

菅
間
記
念
病
院
、
那
須
北
病
院
、
国
大
医

療
福
祉
大
学
那
須
医
療
セ
ン
タ
ー
、
那
須

中
央
病
院（
大
田
原
市
）、
那
須
赤
十
字
病

院（
大
田
原
市
）、
国
際
医
療
福
祉
大
学
塩

谷
病
院（
矢
板
市
）、
栃
木
県
保
健
衛
生
事

業
団（
宇
都
宮
市
）、
宇
都
宮
東
病
院（
宇

都
宮
市
）

▼
申
込
方
法

　

�

本
人
確
認
書
類
と
保
険
の
資
格
情
報
が
確

認
で
き
る
も
の
を
持
参
し
て
、
本
国
保
年

金
課
、
西
国
保
年
金
担
当
、
塩
市
民
課
、

箒
根
出
張
所
の
い
ず
れ
か
の
窓
口
で
申
し

込
み

※�

ス
マ
ー
ト
申
請
シ
ス
テ
ム（
ど
こ
で
も
窓

口
）か
ら
も
申
請
可
能
。

電
話
で
の
申
し
込
み
は

不
可
。

▼�

申
込
期
限　

　
来
年
2
月
26
日
㈮

※�

検
査
項
目
は
、
検
査
機
関

　
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
本
国
保
年
金
課�

☎（
62
）７
１
２
９

特
定
外
来
生
物
の
駆
除

に
協
力
し
て
く
だ
さ
い

▼�

申
込
方
法　

　

�

本
人
確
認
書
類
と
国
民
健
康
保
険
の
資
格

が
確
認
で
き
る
も
の
を
持
参
し
て
、
本
国

保
年
金
課
、
西
国
保
年
金
担
当
、
塩
市
民

課
、
箒
根
出
張
所
の
い
ず
れ
か
の
窓
口
で

申
し
込
み

※�

ス
マ
ー
ト
申
請
シ
ス
テ
ム（
ど
こ
で
も
窓

口
）か
ら
も
申
請
可
能
。
電
話

で
の
申
し
込
み
は
不
可
。

▼�

申
込
期
限　
12
月
15
日
㈫

※�

実
施
施
設
な
ど
の
詳
細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
本
国
保
年
金
課�

☎（
62
）７
１
２
９

〈
特
定
外
来
カ
ミ
キ
リ
に
注
意
！
〉

○�

ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ　

　

体
長
2
～
4
セ
ン

　

チ
メ
ー
ト
ル
。
胸

　
部（
首
部
）が
赤
い
。

　
6
～
9
月
に
成
虫
に
な
る
。

〇��

ツ
ヤ
ハ
ダ
ゴ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ　

　

体
長
2
～
3.5
セ
ン

　

チ
メ
ー
ト
ル
。
全

　

体
に
光
沢
の
あ
る

　
黒
色
で
背
中
に
約
20
個
の
白
色
～
黄
斑
が

　
あ
る
。
5
～
10
月
に
成
虫
に
な
る
。

▼�

駆
除
方
法

　

�

特
定
外
来
カ
ミ
キ
リ
の
成
虫
や
フ
ラ
ス

（
木
く
ず
と
糞
の
混
ざ
っ
た
も
の
）を
見
つ

け
た
際
は
、
市
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�

成
虫
を
見
つ
け
た
場
合
は
逃
が
さ
ず
必
ず

捕
殺
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
特
定
外
来
植
物
に
注
意
！
〉

○�

オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク　

　
5
～
7
月
頃
に
開

　
花
。
高
さ
0.3
～
0.7

　
メ
ー
ト
ル
。

　

黄
色
い
花
を
咲
か
せ
、
葉
の
形
は
細
長
く

　
丸
み
を
帯
び
る
。

○�

オ
オ
ハ
ン
ゴ
ン
ソ
ウ

　

7
～
10
月
頃
に
開

　

花
。
高
さ
0.5
～
3

　
メ
ー
ト
ル
。

　
鮮
や
か
な
黄
色
い
花
を
咲
か
せ
る
。

▼�

駆
除
方
法

　

�

根
元
か
ら
引
き
抜
き
、
天
日
に
さ
ら
す
な

ど
し
て
枯こ

し死
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

�

そ
の
後
、
種
や
根
が
飛
散
し
な
い
よ
う
ご

み
袋
に
入
れ
て
可
燃
ご
み
と

し
て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○�

本
ネ
イ
チ
ャ
ー
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
課�

　

�

☎（
74
）２
６
０
２

　
市
内
で
被
害
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

国民健康保険後期高齢者医療制度



2021 令和8（2026）年5月号 令和8（2026）年5月号

※市内は、市外局番 0287を省略した表記にしています。

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）

庁
舎
名

合 計 112,244人 （－307）

男 55,773人 （－177）

女 56,471人 （－130）

世 帯 50,366世帯 （＋106）

出 生 35人 転  入 683人

死 亡 115人 転  出 910人

○4月の人口

▶問い合わせ� 本市民課　☎（62）7132

4月1日現在   （ ）は前月比

発生件数 死亡者 負傷者 重傷者

2月中 20件（＋ 10） 0人（＋  0） 21人（＋ 10） 3人（＋   1）

うち高齢者 9件（＋   3） 0人（＋  0） 6人（＋   3） 2人（＋   0）

本年累計 34件（＋ 11） 0人（＋  0） 40人（＋   9） 7人（＋   4）

うち高齢者 14件（＋   0） 0人（＋  0） 9人（＋   2） 4人（＋   1）

（　）は前年同月比

○2月の交通事故発生状況（人身事故）

▶問い合わせ　本交通防犯課　☎（62）7127

▶火災のテレフォンサービス　☎0287(22)0119

○2月の火災と救急
火　災 救　急

建物 3件 交通事故 32件

林野 0件 急病 345件

その他 5件 その他 131件

本年の累計 11件 本年の累計 1,064件

▼�

対
象　
市
民

▼�

参
加
費　
無
料

▼
定
員　
20
人（
抽
選
）

▼
申
込
期
限　
5
月
10
日
㈰　
午
後
5
時

▼�

申
込
方
法　
申
込
フ
ォ
ー
ム
、
電
話
ま
た

は
窓
口
で
申
し
込
み

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
高
林
公
民
館�

☎（
68
）０
１
１
５ 申込フォーム

〈
楽
し
い
ボ
ク
サ
サ
イ
ズ
講
座
〉

　
心
と
身
体
を
軽
く
す
る
ボ
ク
サ
サ
イ
ズ
を

体
験
し
て
み
よ
う
。

▼�

と
き　
6
月
14
日
㈰
・
21
日
㈰
・
28
日
㈰

　
い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
11
時
30
分

▼�

と
こ
ろ　
高
林
公
民
館

市
民
大
学
連
携
講
座

〈
ワ
ー
ク
ア
ウ
ト
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
！
〉

　
特
別
な
器
具
や
道
具
は
使
わ
ず
に
、
エ
ク

サ
サ
イ
ズ
メ
ニ
ュ
ー
を
組
み
合
わ
せ
た
運
動

を
行
い
ま
す
。
運
動
習
慣
の
き
っ
か
け
を
つ

く
る
と
と
も
に
、
日
頃
の
運
動
不
足
を
解
消

し
、
基
礎
代
謝
の
向
上
、
筋
力
・
体
力
の
向

上
、
メ
ン
タ
ル
面
の
強
化
を
目
指
し
ま
す
。

▼�

と
き　

�

6
月
・
7
月
の
金
曜
日（
全
8
回
）

　
い
ず
れ
も
午
後
7
時
～
8
時

※
6
月
26
日
㈮
は
除
く
。

▼�

と
こ
ろ　
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

▼�

対
象　
市
民
ま
た
は
市
内
在
勤
、
在
学
の

人（
中
学
生
以
上
）

▼�

参
加
費　
無
料

▼
定
員　
20
人（
抽
選
）

▼
申
込
期
限　
5
月
14
日
㈭

▼�

申
込
方
法　
申
込
フ
ォ
ー
ム
、
電
話
ま
た

は
窓
口
で
申
し
込
み

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
黒
磯
公
民
館�

☎（
60
）１
１
１
５ 申込フォーム

　
文
化
・
教
養

塩
原
温
泉
ま
ち
め
ぐ
り

案
内
人
養
成
講
座

　
塩
原
温
泉
の
魅
力
を
お
客
様
に
伝
え
る
案

内
人（
ガ
イ
ド
）と
し
て
活
躍
し
ま
せ
ん
か
。

▼
講
座
内
容

　

�

教
養
講
座
、
案
内
・
説
明
実
技
講
座

▼�

と�

き　

�

6
月
2
日
㈫
・
25
日
㈭

　
7
月
10
日
㈮
・
8
月
26
日
㈬

　
9
月
18
日
㈮
・
10
月
8
日
㈭
・
20
日
㈫

※�

い
ず
れ
も
午
前
9
時
20
分
～
午
後
3
時
40
分

▼�

と
こ
ろ　
塩
原
支
所
ほ
か

▼�

対
象　
徒
歩
で
2
時
間
程
度
の
ガ
イ
ド
が

で
き
る
体
力
が
あ
り
、
全
日
程（
全
8
回
）

に
参
加
で
き
る
人

▼�

参
加
費　
１
万
円

▼
定
員　
12
人

▼�

申
込
方
法
　
各
公
民
館
に
あ
る
受
講
申
込

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
申
し
込
み

▼
申
込
期
間　
4
月
1
日
㈬
～
5
月
27
日
㈬

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
塩
原
温
泉
観
光
協
会�

☎（
32
）４
０
０
０

お知らせ掲示板

Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
録
音
技
術
解
説
＆

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
鑑
賞
会

　
レ
コ
ー
ド
の
録
音
特
性
の
違
い
を
学
び
な

が
ら
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
鑑
賞
し
ま
す
。

▼�

と
き　
5
月
30
日
㈯
・
31
日
㈰

　
午
後
1
時
30
分
～
4
時

▼
と
こ
ろ　
那
須
科
学
歴
史
館

▼
参
加
費　
１
０
０
0
円

▼
定
員
　
24
名（
先
着
）

▼
申
込
方
法　
電
話
ま
た
は
メ
ー
ル

▼
申
込
期
間　
4
月
21
日
㈫
～
5
月
20
日
㈬

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
那
須
科
学
歴
史
館（
戸
田
６
６
９
‐
３
６
）

�

☎（
73
）８
７
４
０

�
nsh_info@

tzw
rd.co.jp

　
ス
ポ
ー
ツ

　
元
Ｎ
Ｐ
Ｂ
選
手
も
在
籍
す
る
栃
木
ゴ
ー
ル

デ
ン
ブ
レ
ー
ブ
ス（
栃
木
県
民
球
団
）。
今
年

は
、
球
団
が
Ｂ
Ｃ
リ
ー
グ
に
加
盟
し
て
か
ら

10
周
年
を
迎
え
ま
す
。

　

今
年
も
市
内
で
、
プ
ロ
野
球
の
独
立
リ
ー

グ
に
位
置
す
る
Ｂ
Ｃ
リ
ー
グ
公
式
戦
を
開
催
。

対
戦
相
手
は
千
葉
ス
カ
イ
セ
イ
ラ
ー
ズ
で
す
。

▼�

と
き　

5
月
30
日
㈯　
午
後
1
時
～

▼�

と
こ
ろ　
石
川
ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド
く

ろ
い
そ
野
球
場

▼
対
象
・
料
金

①
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
者
　
無
料

②
そ
れ
以
外　
一
般
１
７
０
０
円

　
高
校
・
大
学
生
１
２
０
０
円
、

　
小
中
学
生
６
０
０
円
、
未
就
学
児
無
料

※
当
日
は
、
身
分
証
や
名
刺
・
学
生
証
な
ど

　
本
人
確
認
で
き
る
も
の
が
必
要
で
す
。

▼
チ
ケ
ッ
ト
販
売

〇
当
日
券　
球
場
の
チ
ケ
ッ
ト
販
売
窓
口

〇
前
売
券　
イ
ー
プ
ラ
ス
、
全
国
の
フ
ァ
ミ

　
リ
ー
マ
ー
ト 

栃
木
ゴ
ー
ル
デ
ン
ブ
レ
ー
ブ
ス

公
式
戦
開
催
！

　
日
本
代
表
選
手
も
所
属
す
る
ビ
ッ
ク
カ
メ

ラ
高
崎
ビ
ー
ク
イ
ー
ン
、
戸
田
中
央
メ

デ
ィ
ッ
ク
ス
埼
玉
、
デ
ン
ソ
ー
ブ
ラ
イ
ト
ペ

ガ
サ
ス
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ズ

レ
ッ
ド
フ
ァ
ル
コ
ン
ズ
4
チ
ー
ム
の
公
式
戦

が
、
市
内
で
行
わ
れ
ま
す
。

▼�

と
き　
5
月
22
日
㈮
～
24
日
㈰

▼�

場
所　
石
川
ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド
く
ろ

い
そ
野
球
場

▼�

試
合
日
程（
略
称
）

　
22
日
㈮　
Ｎ
Ｅ
Ｃ
×
デ
ン
ソ
ー

　
23
日
㈯　
①
戸
田
×
デ
ン
ソ
ー

　
　
　
　
　
②
Ｎ
Ｅ
Ｃ
×
ビ
ッ
ク

　
24
日
㈰　
①
デ
ン
ソ
ー
×
ビ
ッ
ク

　
　
　
　
　
②
Ｎ
Ｅ
Ｃ
×
戸
田

※�

試
合
時
間
や
入
場
方
法
、
チ
ケ
ッ
ト
情
報

な
ど
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
課

�

☎（
62
）７
１
５
６

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
の
最
高
峰

Ｊ
Ｄ
リ
ー
グ
開
催
！

●固定資産税� 第1期
●軽自動車税� 第1期

～納税は便利な口座振替で～

5月の納税
6月1日㈪が納期限です

　

健
康
ポ
イ
ン
ト
事
業
ス
マ
ホ
ア
プ
リ「
エ

ン
ジ
ョ
イ
な
す
し
お
ば
ら
」に
利
用
者
登
録

し
て
健
康
ポ
イ
ン
ト
を
獲
得
し
ま
し
ょ
う
。

　
毎
日
少
し
ず
つ
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
み

な
が
ら
健
康
習
慣
を
身
に
付
け
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象　

　
満
18
歳
以
上
の
市
民（
4
月
1
日
時
点
）

▼
方
法

①
専
用
の
ア
プ
リ
を
ダ
ウ　

　
ン
ロ
ー
ド

②
歩
数
や
運
動
、
健
診
な　

　
ど
の
健
康
記
録
で
ポ
イ

　
ン
ト
を
ゲ
ッ
ト

③
貯
ま
っ
た
ポ
イ
ン
ト
で
、

　
「
特
典（
抽
選
）」に
応
募

▼
問
い
合
わ
せ

○
エ
ン
ジ
ョ
イ
な
す
し
お
ば
ら

　
運
営
事
務
局

�

☎
０
５
７
０（
０
７
７
）７
９
９

健
康
づ
く
り
で

健
康
寿
命
延
伸
へ
！

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

障
害
認
定
の
申
請

　
65
歳
以
上
の
人
で
次
の
障
害
状
態
に
あ
る

人
は
、
申
請
す
る
こ
と
で
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
加
入
す
る
と
、
所
得
が
一
定
の
金
額
未
満

の
人
は
、
医
療
機
関
な
ど
で
の
窓
口
負
担
割

合
が
2
割
ま
た
は
1
割
に
な
り

ま
す
。

▼
対
象
の
障
害
等
級
な
ど

〇
国
民
年
金
法
等
の
障
害
年
金　
1
・
2
級

〇
身
体
障
害
者
手
帳　
1
～
3
級

※
4
級
で
も
該
当
す
る
場
合
あ
り
。

〇
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳　
1
・
2
級

〇
療
育
手
帳　
A

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・�

身
分
証
明
書（
免
許
証
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
）

・�

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
な
ど
障
害

の
等
級
を
示
す
も
の

・�

現
在
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
資
格
確

認
書
な
ど

・�

特
定
疾
病
療
養
受
療
証（
現
在
の
医
療
保

険
で
交
付
さ
れ
て
い
る
人
の
み
）

・
委
任
状（
別
世
帯
の
代
理
人
申
請
時
）

▼�

申
し
込
み　
本
国
保
年
金
課
、
西
国
保
年

金
担
当
、
塩
市
民
課
、
箒
根
出
張
所

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
国
保
年
金
課�

☎（
62
）７
１
２
９

※�

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
課

�

☎（
62
）７
１
５
６



22令和8（2026）年5月号

☎0287（24）0880
那須野が原ハーモニーホール 那須野が原博物館

☎0287（36）0949

文化コーナー
―Culture & Art―

●企画展「世界人形紀行」開催中
土地ごとの文化を映し出す人形たち。
多彩な造形や慈

いつく

しみの姿に触れる旅
へ出かけてみませんか。
▶開催期間　7月5日㈰まで
▶�観覧料　一般300円
　高校・大学生200円
　　小・中学生100円

〈展示解説〉
▶とき　5月17日㈰　午後2時～
▶�料金　無料　▶定員　20人（先着）※当日受付。

〈ワークショップ〉「張り子人形の絵付体験」
▶とき　6月7日㈰　午後2時～4時
▶�料金　2,500円　　▶定員　20人（先着）
▶�申込方法　電話で申し込み
▶�申込開始　5月9日㈯　午前9時～

●ゴールデンウィークスペシャルイベント
ゴールデンウィークに特別企画を開催します。
▶とき　4月25日㈯～5月10日㈰
▶内容
　○ミュージアムガーデン謎解きラリー
　○おもしろ展示クイズGWスペシャル
▶�料金　無料
※展示室の入場には観覧料が必要です。

大正堂くろいそみるひぃホール ☎0287（63）3219

   ※広報なすしおばら4月号に掲載の
　　「こどもオペラ 3匹のこぶた」
　　　　　　　　     （6月13日㈯ 開催）
　   は、「全席自由」ではなく「全席指定」
      の誤りでした。お詫びして訂正します。

ミニミニ

自自治治会会だだよよりり
東小屋公民館まつりを開催しました

「ミニ自治会だより」では、市内自治会やその活動を紹介します。
▶問い合わせ　本市民協働推進課　☎0287（62）7151

2月22日に、30回目の節目となる東小屋公民館まつりを開催しました。
法
ほっしんじ

真寺の天
てんまんぐう

満宮（菅
すがわらの

原道
みちざね

真座
ざぞう

像）にお参りをし、餅つきや射的、オセロ、
大抽選会などの楽しい催

もよお

しや、お餅や赤飯、かぼちゃドーナツ、豚汁の
販売で賑わいました。会場には、天満宮まつりで使われた子供神

みこし

輿も展
示され、晴天の下、自治会や有志の人たちのご助力で盛大な祭りとなり
ました。ありがとうございました。
� 東小屋自治会　会長　菊

きくち
池　和

かずひこ
彦

●第29回さわやか高原音楽祭
市内を中心に活動する音楽愛好家の
音楽祭です
▶とき　5月17㈰　午後1時開演
▶入場料（全席自由）　無料

●地元出身者によるコンサート
　「秋

あ き ま

間安
あ ん な

奈withアンサンブルコンサート」
▶とき　6月7日㈰
　①午前11時開演　親子で楽しむ0歳からのコンサート
　②午後2時開演　ソプラノアンサンブルコンサート
▶料金　無料（要入場券）
▶�入場券配布　5月4日㈷㈪　午前9時～
　大正堂くろいそみるひぃホール、三島ホールで配布

●第22回ハーモニーホール展
　新規出品者募集
▶募集部門　日本画・水墨画・洋画・
　水彩画・版画・工芸・彫刻・書など
▶募集期限　8月31日㈪
※�詳細はホームページで確認するか、
   問い合わせてください。 ホームページ

文
ぶんらく

楽人形　藤
ふじむすめ

娘
（京都府）

ホームページ

ホームページ

（C）深谷義宣/auraY2（C）深谷義宣/auraY2

●�那須野が原ハーモニーホール友の会会員招待事業
　ジャン＝フィリップ・メルカールト

　オルガン・リサイタル
～フランク《ヴァイオリン・ソナタ》～

▶とき　7月4日㈯　午後2時開演
▶入場料（全席自由）
　一般1,000円(友の会900円)
　小・中学生無料（要入場券）
※小学生以上入場可。
▶チケット　発売中 （C）BONsense 千本義信
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一人で悩まず困ったら相談を　　5月の各種無料相談カレンダー
各種相談の市ホームページはこちら→

5月の休日当番医　　　　　　　　　　　診察時間は各医療機関に
問い合わせてください

3日
㈷㈰ 須田医院　　　　　　　　（高林） ☎0287（68）0006

4日
㈷㈪

小
こ ぬ ま

沼内科胃腸科クリニック
（西朝日町）☎0287（37）5353

5日
㈷㈫

あしのメディカルクリニック
（那須町芦野）☎0287（73）8885

6日
㈬ 原内科小児科医院　　　（西原町） ☎0287（36）0732

10日
㈰ 黒磯病院　　　　　　　（高砂町） ☎0287（62）0961

17日
㈰ ふくだ内科クリニック　　（新町） ☎0287（73）8170

24日
㈰

西那須野内科循環器科クリニック
（永田町）☎0287（36）1100

31日
㈰ ムラキクリニック　 （沓掛3丁目） ☎0287（74）6662

相　　談 相談日 時　　間 会　　場 問い合わせ・備考

行政相談

7日㈭

午後1時～3時

西那須野公民館
●国、県、市など行政の仕事に対する意見や要望
本企画政策課　　　　　　　  ☎ 0287(62)710913日㈬ いきいきふれあいセンター2階

20日㈬ 厚崎公民館

不動産相談
(予約制) 21日㈭ 午後1時30分～

3時30分
県不動産会館県北支部

（大正堂くろいそみるひぃホール前)
※相談日前日までに要予約。定員3人
県宅建協会県北支部　　　　  ☎ 0287(62)6677

司法書士による相談
(予約制) 9日㈯ 午前10時～午後3時 西那須野公民館 ※相談日3日前までに要予約。

県司法書士会　　　　　　　  ☎ 028(614)1122

人権相談 12日㈫ 午後1時～3時 健康長寿センター　 ●人権相談、人権保護などの相談
市民活動センター　　　　　  ☎ 0287(73)5741

成年後見無料相談会
(予約制) 19日㈫ 午前10時～正午 いきいきふれあいセンター

●障害者や認知症の人のための相談
本社会福祉課　 　　　　　　 ☎ 0287(74)2607

広域無料法律相談
(予約制) 14日㈭ 午後1時30分～

4時30分
トコトコ大田原 市民交流センター

（大田原市中央1-3-15）
※予約受付期間 5月7日㈭～13日㈬。 定員18人
大田原市総務課　　　　　　  ☎ 0287(23)1111

弁護士による
法律相談 (予約制)
  ※年度内1人2回

まで可。

12日㈫
午後1時30分～
3時50分

いきいきふれあいセンター 2階 ※予約受付期間 5月7日㈭～11日㈪。定員14人
本社会福祉課　 　　　　　　 ☎ 0287(62)7135

26日㈫ 健康長寿センター ※予約受付期間 5月18日㈪～25日㈪。 定員14人
本社会福祉課　 　　　　　　 ☎ 0287(62)7135

育児相談
（予約制）

14日㈭ 午前9時30分～
10時50分
午後1時～
2時20分

黒磯保健センター
●保健師や栄養士などによる育児に関する相談
西子育て相談課   　　 　　　 ☎ 0287(38)1356

18日㈪ 西那須野保健センター

健康相談
(予約制)

11日㈪
午前9時30分～11時

黒磯保健センター ●保健師や管理栄養士による健診の結果相談や心  
   身の健康相談
健康増進課　　　　　　　　  ☎ 0287(63)110022日㈮ 西那須野保健センター

食生活相談
(予約制)

11日㈪
午前9時30分～11時

黒磯保健センター ●管理栄養士による食生活相談
健康増進課　　　　　　　　  ☎ 0287(63)110022日㈮ 西那須野保健センター

こころの相談
(予約制)

11日㈪ 午前9時～正午
午後1時～4時

黒磯保健センター ●日本カウンセリング学会カウンセリング心理士による相談
※相談日前日までに要予約。定員6人
健康増進課　　　　　　　　  ☎ 0287(63)110022日㈮ 西那須野保健センター

マザーズコーナー
出張職業相談 

(予約制)

14日㈭ 午前9時15分～正午 いきいきふれあいセンター 2階 ●子育て中の人の出張就職相談
※相談日前日までに要予約。
ハローワーク大田原　　　　  ☎ 0287(22)226826日㈫ 午後1時～3時 つどいの広場「ま～る」（南郷屋）

ひきこもり相談 月～金曜日
（祝日を除く）

午前8時30分～
午後5時15分 市社会福祉協議会

●�ひきこもりで悩んでいる本人、家族のための相談
市社会福祉協議会　　　　　  ☎ 0287(37)5122
※ポラリス☆とちぎ出張相談会は終了しました。

休日当番医は変更となる場合があります。最新の情報は、
市ホームページや当日の新聞で確認してください。

とちまる救急安心電話相談
急病やけがで心配なとき、相談してください。家庭での対処法な
ど、経験豊富な看護師がアドバイスします。
※緊急時や重症の場合は、迷わず119番を利用してください。
▶こども向け（おおむね15歳未満）
○相談時間…毎日午後4時～翌午前10時

（土曜・日曜・祝日は 24 時間対応）
○電話番号…局番なし ☎#8000　または　☎028（623）3511

夜間診療（毎日）
那須地区夜間急患診療所　　☎0287（47）5663
○診察科目…内科、小児科
○ところ…大田原市中田原1081―4（那須赤十字病院本館1階）
※那須地区夜間急患診療所は那須赤十字病院に併設された、
　那須赤十字病院とは別の医療機関です。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

受付時間…午後6時30分～9時
診療時間…午後7時～9時30分
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